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〈主な対象者〉

　父母が婚姻を解消した子ども、父が死亡又

は父が一定の障害の状態にある子ども、父に

１年以上遺棄された子ども、父が法令により

１年以上拘禁されている子ども等を育ててい

る母または養育者です。

　なお、所得制限があります。（養育費の８

割も所得に加算されます）

ひとり親家庭の
　　　 お母さんへ
　離婚等により子どもを養育しながら生計を一人で維持していく母親等を支援するために、一定の要

件に該当する場合、児童扶養手当等を支給します。また、母子家庭の経済的自立「就業」や「困りご

と相談」などの支援をしています。　　　　　　　　　　問い合わせ　こども家庭課（内線165）

〈お知らせ〉

　平成20年４月から、児童扶養手当を受給して５年経過また

は、支給要件に該当して７年経過した場合、手当額が1/2に

なります。（３歳未満の児童がいる場合は、３歳到達から５

年経過により対象となります）

※減額対象者の人には、開始される月の前々月に通知書を送

付します。

●ただし、次のいずれかに該当する場合は減額されません。

就業している。 求職活動をしている。 身体上または精

神上の障害がある。 負傷または疾病等により就業すること

が困難である。 児童または親族を介護するため就業するこ

とが困難である。

※ ～ に該当する場合は、確認できる書類等を提出する必

要があります。すでに該当している人は、毎年、下記の現況

届とともに提出が必要となります。

現況届の提出

　前年の所得等の把握と、８月１日現在での受給資格を確認するた

め現況届を提出してください。添付書類等の詳細は、該当者に郵送

にて通知します。

　なお、現況届を提出しないまま２年が経過すると時効により、受

給する資格がなくなりますので、必ず提出してください。（特に、

現在所得オーバーにより支給停止の人は、その後所得が下がって受

給できる場合がありますのでご注意ください。）

【提出期限】

　８月１日 ～31日 （土、日曜日を除く）

　午前８時30分～午後５時まで　

※土曜開庁日の８月１日は、午前８時30分～

　正午まで受付

【提出先・問い合わせ】

　こども家庭課児童福祉係（内線165）

子どもの
人　数

月　額
（全部支給）

月　額
（一部支給）

１　人 41,720円 41,710～9,850円

2　人 46,720円 （41,710～9,850）
+5,000円

３人以上 ２人の場合の月額に、１人につき
3,000円を加算

〈手　当　額〉

支給月…１年に３回、４月、８月、12月に　

　　　　４か月ずつ支給されます。

　指定教育講座を受講した場合、経費の20％を

支給します。（4,001円以上10万円が上限）

●指定講座

　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講

座、別に定める就業に結びつく可能性の高い

講座。

●支給条件

町内に居住、児童扶養手当を受給しているか、

同等の所得水準の人。 雇用保険法による教育

訓練給付の受給資格がない人。 教育訓練を受

けることが適職につくために必要な人。

教育訓練給付金

　資格取得のため、２年以上養成機関等で修業する

場合に、修業期間の全期間（平成23年度の入学者ま

で）【課税世帯】月額70,500円・【非課税世帯】月額

141,000円を支給する。

●対象となる資格

　 看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業

療法士等。

●支給条件

　 町内に居住、児童扶養手当を受給しているか、

同等の所得水準の人。 養成機関で２年以上のカ

リキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人。

仕事または育児と、修業の両立が困難な人。

高等技能訓練促進費

講座等の申込みを行う前に手続きを!!

支給条件を全て満たし、埼玉県母子福祉センター（ 048 642 6557）で事前相談（審査）と求職登録を行い、

入間東福祉保健総合センター（ 04 2929 4117）に申請してください。

母子自立支援プログラム策定事業

■対象者

　児童扶養手当を受給し、健康で就業意欲は

あるが、どのようなスキルを身に付けたらよ

いか、ハローワークをどのように利用したら

よいかなどのお悩みの人。（就業中の人OK）

■就業のながれ

【１】埼玉県母子福祉センターの相談員と面接

　 現在の生活、就業の状況などを聞き自立支

援計画を作成。

【２】ハローワークコーディネーターと面接

　 相談員も参加し就業に関する状況や意向を

聞き支援メニューを選定。

【３】ハローワークによる就業支援

　 ハローワークの担当者によるマンツーマ

ン支援　 トライアル雇用事業の活用によ

る試行的短期雇用の実施　 公共職業訓練

のあっせん　 民間の教育訓練講座の受講

勧奨　 職業相談・紹介の実施などの支援

を通じ就業をバックアップします。　

埼玉県母子福祉センター

【問い合わせ】  埼玉県母子福祉センター　 048－642－6557

【場所】　大宮合同庁舎３階

（JR大宮駅東口徒歩15分・JRさいたま新都心駅徒歩15分）

※水曜日は、午後６時45分まで、電話相談のみ延長します。

相　談 内　　　容 受付時間 電話番号

就　業

就業相談員が電話や面

接で皆さんの事情に応

じたきめ細かな支援

月～金曜日（※）

午前９時～午後４時
048 642 6557

生　活

養育費

自立支援相談員兼養育

相談員が電話や面接で

相談

月～金曜日（※）

午前９時～午後４時
048 642 6551

法　律

女性弁護士が月２回

無料で面接相談

（要予約）

第２・４金曜日

午後１時～４時

生活相談へ

048 642 6551

【相談業務】
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児童扶養手当制度について


